
１ 緊急通報装置設置等サービス事業 
 市内に居住する高齢者（６５歳以上の方）のひとり暮らしの方又は高齢者世帯の

方で、緊急事態に備えた通報装置の設置を希望する方に、緊急通報装置を貸与しま

す。 
※高齢者世帯：高齢者のみの世帯及び高齢者を含む世帯で、高齢者を除く世帯全員

が就労等のため１日８時間以上長時間不在となる日が月に２０日以上ある世帯。 

【サービス内容】 

 緊急通報装置を自宅に設置等し、受信センター（ＡＬＳＯＫあんしんケアサポー

ト）が２４時間体制で相談や緊急事態発生等の通報を受信し対応するシステムです。

また、月に１回、受信センターから安否確認の電話をします。 
緊急通報装置は固定型と携帯型の２種類からお選びいただけます。 

【費用負担】 

利 用 者 世 帯 の 区 分 利用料（１か月当たり） 

市町村民税非課税世帯

生活保護世帯 
０円 

市 町 村 民 税 課 税 世 帯 ９３０円 
◎利用者世帯の区分については、前年分の課税状況により毎年７月に

見直しを行い、決定します。

※利用料は銀行口座引き落としにより直接業者に支払っていただきます。

【申請に必要なもの】 
・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課に備付）

・誓約書

・協力員承諾書（最低２名の方が必要となります。）

・市町村民税の課税状況がわかる書類（例：市町村民税納税通知書など）

（申請年の１月１日に印西市に住所を有しない方のみ）

※協力員とは・・・緊急事態が発生した場合、ＡＬＳＯＫあんしんケアサポートから利用

している方の状況確認依頼が入りますので、その際確認の協力をして

いただける方です。詳しくは次ページをご覧ください。 

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 
大森２３６４－２ 

（市役所１階） 
３３－４５９２（直） 

印旛支所 市民サービス課 

市民福祉係 

美瀬１－２５ 

（ふれあいセンターいんば１階） 
９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 

市民福祉係 

笠神２５８７ 

（本埜支所１階） 
９７－１１１２（直） 

Ⅰ 在宅福祉 
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●協力員（ご親戚、

ご近所の方など）①緊急通報装置の

ボタンを押します。 

②確認

●受信センター（ＡＬＳＯＫ

あんしんケアサポート） 

●ご利用者

●消防署・救急機関

②着信と
同時に
話せます。

④確認

④出動要請

⑤出動

⑥救助

③必要に応じて

確認依頼

・緊急通報装置を自宅に設置します。ペンダント型の通報装置又は緊急通報

専用携帯電話端末は首から掛けるなどして常に身に付けてください。

・２４時間、看護師と女性相談員が受信センターに待機し、相談・通報に対応

します。

・現状確認が必要な場合は、協力員の方に確認をお願いします。

緊急時には、受信センターが消防署や医療機関に速やかに連絡します。

・月に１回、受信センターから安否確認の電話があります。

旅行などで長期間留守にする場合には、事前に受信センターへ連絡して

ください。

＜協力員の方へは次のことをお願いしています。＞ 

☆受信センターから連絡があった場合に、現状確認をお願いします。

※鍵が施錠されていた場合は、その旨を受信センター又は現場に駆け付けた

レスキュー隊に報告してください。窓や扉を破壊して進入する必要はござい

ません。 

☆なるべく普段から利用者の方に声をかけたり、お話ししたりして、見守りの

意識をお持ちください。

☆緊急事態発生時は受信センターへ連絡してください。

☆普段から利用者の方と親交が深くカギなどを預かっている場合は、室内への

安否確認を依頼する場合があります。

☆常に待機していただく必要はありません。
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２ 紙おむつ給付サービス事業 
 印西市介護保険の被保険者で、要介護認定で要介護２・３・４・５のいずれかに認定され、かつ、常

におむつを使用する必要のある方（念のため時々使用する方は対象外）に紙おむつを給付します。 
※入院中の方及び特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に入所中、ショートステイ

に３０日を超えて入所する方は利用できません。

【サービス内容】 

・月１回（＊配達は委託業者が行います。配達先は印西市内に限ります。）

※紙おむつは、申請のあった日の属する月の翌月分から給付します。

【給付内容】 

 給付を希望する種類の数に応じて、次のＡパターンまたはＢパターンの上限数以内で希望の商品

をパック単位で給付します。 

Ａパターン 
１種類の商品を注文する場合、商品一覧表のＡ欄に記載されている上限パック数

までの注文になります。 

Ｂパターン 
２種類の商品を組み合わせて注文する場合、商品一覧表のＢ欄に記載されている

上限パック数までの組み合わせになります。※３種類以上の組み合わせはできま

せん。 

※商品一覧につきましては「印西市紙おむつ給付サービスのご案内」または、市のＨＰをご覧くださ

い。二次元コードより市のＨＰをご覧いただけます。

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課に備付）

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 
大森２３６４－２ 

（市役所１階） 
３３－４５９２（直） 

印旛支所 市民サービス課 

市民福祉係 

美瀬１－２５ 

（ふれあいセンターいんば１階） 
９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 

市民福祉係 

笠神２５８７ 

（本埜支所１階） 
９７－１１１１（直） 
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３ 配食サービス 

市内に居住するおおむね６５歳以上で、身体的、環境的な理由から調理が困難な 

ため在宅での生活に支障のある次の方に配食サービスを実施します。 

・ 要援護高齢者のみの世帯

・ 障がいのある人のみの世帯

・ 障がいのある人と高齢者の方のみで構成される世帯

【サービス内容】 

夕食を自宅にお届けするとともに安否確認を行います。 

夕食のお届け時間帯は午後２時から午後６時３０分ぐらいの間で、時間の指定は 

できません。 

安否確認のため、原則手渡しとなります。 

【実施回数】 

月曜日から日曜日の週７日以内で、１人１日につき夕食の１食となります。 

【費用負担】 

利 用 者 世 帯 の 区 分 利用料（１食当たり） 

生 活 保 護 世 帯 ４００円 

そ の 他 の 世 帯 ５００円 

※利用料は銀行振り込みなどにより直接業者に支払っていただきます。

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課に備付）

※利用の前に食生活の状況等について聞き取りを行います。

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 
大森２３６４－２ 
（市役所１階） 

３３－４５９２（直） 

印旛支所 市民サービス課 
市民福祉係 

美瀬１－２５ 
（ふれあいセンターいんば１階） 

９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 
市民福祉係 

笠神２５８７ 
（本埜支所１階） 

９７－１１１２（直） 
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４ 福祉タクシー 
市内に居住し住所を有する方で、要介護認定で要介護１・２・３・４・５のい

ずれかに認定された方（印西市介護保険の被保険者）に福祉タクシー利用券を交

付し、乗車料金を一部助成します。 
※障害者手帳をお持ちの方はご相談ください。

※特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に入所中の方は、利用

できません。 

【サービス内容】 

 福祉タクシー利用券を交付し（１年度当たり３０枚）、乗車料金の２分の１の

額（１０円未満切り上げ）を助成します。ただし、１回当たり１,０００円が限度。 

【福祉タクシー利用券の利用方法、注意事項】 

☆タクシーを降りる際、運転手に利用券を渡し、助成金（乗車料金の半額、

ただし上限１，０００円）を差し引いた額をお支払いください。

☆家族等の介護者の同乗は差し支えありません。

☆乗車１回につき１枚のご利用となります。

☆紛失などによる、利用券の再発行はできません。

【福祉タクシー利用券について】 

① Ａ票、Ｂ票は利用者が記入してください。

②料金を支払うときにＢ票・Ｃ票を運転者に

渡してください。

③助成額を引いた利用者負担額を支払って

ください（Ｃ票 利用者負担額）。

④Ａ票は本人の控えになります。

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課に備付）

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 
大森２３６４－２ 
（市役所１階） 

３３－４５９２（直） 

印旛支所 市民サービス課 
市民福祉係 

美瀬１－２５ 
（ふれあいセンターいんば１階） 

９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 
市民福祉係 

笠神２５８７ 
（本埜支所１階） 

９７－１１１２（直） 

Ａ票 

Ｂ票 

Ｃ票 
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５ 外出支援サービス 
市内に居住し住所を有する６５歳以上の要支援・要介護認定者の方で、介助なしでは公共交通

機関（電車・バス・タクシー）を利用することが困難な方に、移送サービスを実施します。 

【利用目的】 

利用できるのは次の場所への送迎です。 
※送迎の範囲は印西市内と近隣市町村で片道がおおむね 20ｋｍ以内。

ア、医療機関 イ、市役所などの市の施設 ウ、在宅福祉サービスを提供する施設、場所 

エ、その他市が必要と認めた場所 
※買い物には使用できません。

【運行日及び時間】 

月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで。 
土・日・祝日・年末年始（１２月２９日から１月３日）はお休みです。 
※利用日の１か月前から５日前までの間に予約が必要です。

【実施回数】 

１人当たり週１回 
【費用負担】 

区 分 金 額 備 考 

基 本 料 金 
１回当たり 

１，０００円 
２時間まで 

迎 車 料 金 
１回当たり 

５００円 

超 過 料 金 
３０分ごとに 

４００円 
３０分未満は切り上げ 

運 行 料 金 
１キロメートル当たり 

３０円 
※ 利用料は降車時に直接運転手に支払っていただきます。

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課に備付）

・確約書

※利用前に、状況の聞き取りを行います。

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 
大森２３６４－２ 
（市役所１階） 

３３－４５９２（直） 

印旛支所 市民サービス課 
市民福祉係 

美瀬１－２５ 
（ふれあいセンターいんば１階） 

９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 
市民福祉係 

笠神２５８７ 
（本埜支所１階） 

９７－１１１２（直） 

・予約先

印西市社会福祉協議会（竹袋６１４－９） 
℡４２－０２９４ 
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６ 福祉カー貸付事業 
 市内に居住する、車いすでの移動が必要な高齢者又は障がいのある人の介助をされる方

に、車いす仕様車（トヨタシエンタ・運転者ほか３人同乗可）を無料で貸し出します（運

転者の手配はできません）。 
利用は事前に申し出のあった方を優先しますので、電話にて貸出し状況をご確認くださ

い。また、初めて利用する方については、福祉カーの利用方法について説明を行いますの

で、事前に高齢者福祉課生きがい支援係までご来庁ください。 
【貸出費用】 無料。返却時に燃料を満タンにしてお返しください。 

【貸出期間】 ２日以内 

【申請に必要なもの】 ・申請書（高齢者福祉課、障がい福祉課に備付） 

・運転者の運転免許証の写し

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 大森２３６４－２ 

（市役所１階） 

３３－４５９２（直） 

障がい福祉課 給付係 ３３－４６３９（直） 

７ 救急医療情報キット配布事業 
 高齢者や障がいのある人の安全と安心を図るため、市内に住所を有する６５歳以上の高

齢者世帯の方などで、配布を希望される方に救急医療情報キットを無料で配布いたします。 
救急医療情報キットとは、かかりつけ医や持病などの情報を専用の用紙に記入し、筒状

の容器に入れて冷蔵庫に保管しておくことで、救急隊が救急活動中に必要と判断した時に、

救急医療情報キットの情報を迅速な救急活動に役立てるものです。 

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、障がい福祉課、各支所市民サービス課に備付）

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 大森２３６４－２ 

（市役所１階） 

３３－４５９２（直） 

障がい福祉課 支援係 ３３－４１３６（直） 

印旛支所 市民サービス課 

市民福祉係 

美瀬１－２５ 

（ふれあいセンターいんば１階） 
９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 

市民福祉係 

笠神２５８７ 

（本埜支所１階） 
９７－１１１２（直） 
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８ ふれあいバス等無料乗車カード 

 高齢者の移動手段の確保と社会参加の促進を図り、高齢者福祉の向上に資することを目的として、

７０歳以上の方を対象に「高齢者ふれあいバス等無料乗車カードＦＵＲＥｉＣＡ（フレアイカ）」

を交付します。 

【サービス内容】 

・カードの提示により、ふれあいバスの料金が無料になります。

（宗像路線・六合路線・印旛学園線運行区間は、令和７年６月より対象となります。）

【対象者】 

・印西市内に住民登録のある７０歳以上の方。

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課及び各出張所に備付）

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 大森２３６４－２ ３３－４５９２（直） 

印旛支所 市民サービス課 

市民福祉係 
美瀬１－２５ ９８－１１１６（直） 

本埜支所 市民サービス課 

市民福祉係 
笠神２５８７ ９７－１１１１（直） 

中央駅前出張所 中央南１－４－３ ４６－１０１１（直） 

牧の原出張所 原１－２ ４７－１１１１（直） 

小林出張所 小林北５－１－６ ９７－０００２（直） 

船穂出張所 船尾７８６－１ ４６－０００２（直） 

平賀出張所 平賀９２８ ８０－３８１１（直） 

岩戸出張所 岩戸１６９９ ８０－５９１１（直） 

滝野出張所 滝野３－４ ８０－８１８１（直） 

※滝野出張所は改修工事のため令和８年３月３１日まで休館しております。 

【ちば電子申請サービスでの申請について】 

以下の二次元コードより申請することができます。 
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９ 補聴器購入費用助成事業 

補聴器の購入費用を最大２万円まで助成します。 

医師により、補聴器が必要であることを証明された方に、購入費用の助成を行う

ものです。 

【助成要件】 

・６５歳以上であること。

・申請時点、補聴器購入時点の両方で市内に住民票があり、居住していること。

・医療機器認定を受けている補聴器であること。

・補聴器購入日から１年以内の申請であること。

・医師により、補聴器が必要であることを証明された方であること。

※医師の証明書は補聴器の購入前に取得してください。

※聴覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方は対象外となります

※助成は一人につき１回まで

【申請に必要なもの】 

・申請書（高齢者福祉課、各支所市民サービス課及び各出張所に備付）

・医師により補聴器が必要であることの証明書（様式は申請書と同様に備付）

・領収書の写し（品名、金額、購入日が明記され、本人宛名となっていること。）

※いずれの書類も、６５歳を迎えてからご準備ください。

【申請先・相談窓口】 

相談窓口 所在地 電話番号 

高齢者福祉課 生きがい支援係 
大森２３６４－２ 

（市役所１階） 
３３－４５９２（直）

印旛支所 市民サービス課 

市民福祉係 

美瀬１－２５ 

（ふれあいセンターいんば１階） 
９８－１１１６（直）

本埜支所 市民サービス課 

市民福祉係 

笠神２５８７ 
(本埜支所１階) ９７－１１１２（直）

※申請の流れをご確認したい方は、市のＨＰの「フローチャート図」をご覧くださ

い。二次元コードより市のＨＰをご覧いただけます。
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10  地域包括支援センター 

※ご相談は、お住まいの地域の各地域包括支援センターへ
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